
議案第３４号

岬町の環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関す

る規約の一部を変更する規約に関する協議について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定によ

りその例によることとされる同条第１項の規定により、岬町の環境農林水産行

政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する規約（平成２８年岬町告示

第２４号）を次のとおり変更することについて泉佐野市と協議するにあたり、

同条第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項本文の規定により

議会の議決を求める。

令和７年６月４日提出

岬町長 田 代 堯

提 案 理 由

都市緑地法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４０号）の施行に伴

い、岬町の環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する

規約の一部を変更する必要があるため、泉佐野市と協議することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２の２第３項本文の規定に

基づき議会の議決を求めるものです。



岬町の環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関す

る規約の一部を変更する規約（案）

岬町の環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する規

約（平成２８年岬町告示第２４号）の一部を次のように改正する。

第１条第７号を次のように改める。

⑺ 都市緑地法に基づく緑地保全地域における行為の規制等の基準策定、特

別緑地保全地区内の土地の買入れ・管理等

附 則

この規約は、令和７年７月１日から施行する。
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す
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す
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す
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す
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す
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す
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２
４
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２
年
大
阪
府
条
例
第
２
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す
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す
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掲
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